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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素部と、前記画素部の外側に設けられる駆動回路部と、を有し、
　前記画素部は、
　画素トランジスタと、
　前記画素トランジスタを覆う無機材料で形成される第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に設けられ、且つ有機材料で形成される第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された第１の電極と、
　前記第２の絶縁膜上に設けられ、前記第１の電極上に形成され、且つ無機材料で形成さ
れる第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜上に形成された第２の電極と、
　を有し、
　前記第１の電極、前記第３の絶縁膜及び前記第２の電極により容量素子が形成され、
　前記駆動回路部は、
　前記画素トランジスタに信号を供給する駆動トランジスタと、
　前記駆動トランジスタを覆う前記第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成される前記第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された、前記駆動トランジスタを覆う前記第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜に形成される開口部と、
　を有し、
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　前記駆動回路部において、
　前記第２の絶縁膜上に前記第３の絶縁膜が形成されていない第１の領域、または前記第
２の絶縁膜が前記第３の絶縁膜によって覆われていない第２の領域を有し、
　前記駆動トランジスタのチャネル形成領域の中心から２００μｍ以内に前記開口部の端
部が形成される
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　画素部と、前記画素部の外側に設けられる駆動回路部と、を有し、
　前記画素部は、
　画素トランジスタと、
　前記画素トランジスタを覆う無機材料で形成される第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に設けられ、且つ有機材料で形成される第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された第１の電極と、
　前記第２の絶縁膜上に設けられ、前記第１の電極上に形成され、且つ無機材料で形成さ
れる第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜上に形成された第２の電極と、
　を有し、
　前記第１の電極、前記第３の絶縁膜及び前記第２の電極により容量素子が形成され、
　前記駆動回路部は、
　前記画素トランジスタに信号を供給する駆動トランジスタと、
　前記駆動トランジスタを覆う前記第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成される前記第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された、前記駆動トランジスタを覆う前記第３の絶縁膜と、
　前記駆動トランジスタのチャネル形成領域の中心から２００μｍ以内に形成される前記
第３の絶縁膜の端部と、
　を有し、
　前記駆動回路部において、
　前記第２の絶縁膜上に前記第３の絶縁膜が形成されていない第１の領域、または前記第
２の絶縁膜が前記第３の絶縁膜によって覆われていない第２の領域を有する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記駆動回路部の外側に設けられる非表示領域を有し、
　前記非表示領域は、前記第１の絶縁膜上に形成される前記第２の絶縁膜を有し、
　前記非表示領域において、
　前記第２の絶縁膜上に前記第３の絶縁膜が形成されていない第３の領域、または前記第
２の絶縁膜が前記第３の絶縁膜によって覆われていない第４の領域を有する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記画素トランジスタ及び前記駆動トランジスタそれぞれは、酸化物半導体層にチャネ
ルが形成される
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記画素トランジスタ及び前記駆動トランジスタそれぞれは、
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上に形成された酸化物半導体層と、
　前記酸化物半導体層上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、を有する
　ことを特徴とする表示装置。
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【請求項６】
　請求項４または請求項５において、
　前記酸化物半導体層は、酸化インジウム、酸化スズ、及び酸化亜鉛の群から選択された
少なくとも一つの酸化物を含む層である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項４乃至請求項６のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体層である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項４乃至７のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は、結晶部を含み、
　前記結晶部は、ｃ軸が前記酸化物半導体層の被形成面の法線ベクトルに平行な方向に揃
う
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記第１の絶縁膜は、酸素または窒素を含むシリコン膜である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記第１の絶縁膜は、
　酸化シリコン膜と、窒化シリコン膜との積層構造である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項９において、
　前記第１の絶縁膜は、酸化窒化シリコン膜と、窒化シリコン膜との積層構造である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記窒化シリコン膜は、前記酸化窒化シリコン膜に形成された鬆を覆う
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一において、
　前記第２の絶縁膜はアクリル系樹脂材料である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか一において、
　前記第３の絶縁膜は、窒素を含むシリコン膜である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１５】
　画素部と、前記画素部の外側に設けられる駆動回路部と、を有し、
　前記画素部は、
　画素トランジスタと、
　前記画素トランジスタを覆う酸素を含むシリコン膜からなる第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に設けられ、且つアクリル系樹脂材料からなる第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された第１の電極と、
　前記第２の絶縁膜上に設けられ、前記第１の電極上に形成され、且つ窒素を含むシリコ
ン膜からなる第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜上に形成された第２の電極と、
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　を有し、
　前記第１の電極、前記第３の絶縁膜及び前記第２の電極により容量素子が形成され、
　前記駆動回路部は、
　前記画素トランジスタに信号を供給する駆動トランジスタと、
　前記駆動トランジスタを覆う前記第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成される前記第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された、前記駆動トランジスタを覆う前記第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜に形成される開口部と、
　を有し、
　前記駆動回路部において、
　前記第２の絶縁膜上に前記第３の絶縁膜が形成されていない領域、または前記第２の絶
縁膜が前記第３の絶縁膜によって覆われていない領域を有し、
　前記駆動トランジスタのチャネル形成領域の中心から２００μｍ以内に前記開口部の端
部が形成される
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１６】
　画素部と、前記画素部の外側に設けられる駆動回路部と、を有し、
　前記画素部は、
　画素トランジスタと、
　前記画素トランジスタを覆う酸素を含むシリコン膜からなる第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に設けられ、且つアクリル系樹脂材料からなる第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された第１の電極と、
　前記第２の絶縁膜上に設けられ、前記第１の電極上に形成され、且つ窒素を含むシリコ
ン膜からなる第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁膜上に形成された第２の電極と、
　を有し、
　前記第１の電極、前記第３の絶縁膜及び前記第２の電極により容量素子が形成され、
　前記駆動回路部は、
　前記画素トランジスタに信号を供給する駆動トランジスタと、
　前記駆動トランジスタを覆う前記第１の絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜上に形成される前記第２の絶縁膜と、
　前記第２の絶縁膜上に形成された、前記駆動トランジスタを覆う前記第３の絶縁膜と、
　前記駆動トランジスタのチャネル形成領域の中心から２００μｍ以内に形成される前記
第３の絶縁膜の端部と、
　を有し、
　前記駆動回路部において、
　前記第２の絶縁膜上に前記第３の絶縁膜が形成されていない領域、または前記第２の絶
縁膜が前記第３の絶縁膜によって覆われていない領域を有する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１７】
　請求項１乃至請求項１６のいずれか一において、
　前記容量素子上に形成された液晶素子を有する
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項１８】
　請求項１乃至請求項１７のいずれか一に記載する表示装置を有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及び電子機器に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、液晶パネルを用いる表示装置や有機ＥＬパネルを用いる表示装置の開発が盛んで
ある。この表示装置には、大別して画素制御用のトランジスタ（画素トランジスタ）のみ
を基板上に形成して走査回路（駆動回路）は周辺ＩＣで行うものと、画素トランジスタと
ともに走査回路を同一基板上に形成するものに分類される。
【０００３】
　表示装置の狭額縁化または周辺ＩＣのコスト低減のため、駆動回路一体型の表示装置の
方が、有利である。しかしながら、駆動回路に用いるトランジスタとしては、画素トラン
ジスタに用いられる電気特性（例えば、電界効果移動度（μＦＥ）またはしきい値電圧等
）よりも、高い電気特性が求められる。
【０００４】
　トランジスタに適用可能な半導体薄膜としてシリコン系半導体材料が広く知られている
が、その他の材料として酸化物半導体が注目されている（例えば特許文献１，２）。例え
ば、トランジスタに用いる半導体薄膜として、電子キャリア濃度が１０１８／ｃｍ３未満
であるインジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、及び亜鉛（Ｚｎ）を含む非晶質酸化物を
用いたトランジスタが注目されている。
【０００５】
　酸化物半導体を半導体層に用いるトランジスタは、シリコン系半導体材料である非晶質
シリコンを半導体層に用いるトランジスタよりも電界効果移動度が大きいため、動作速度
が速く、駆動回路一体型の表示装置には好適であり、且つ多結晶シリコンを半導体層に用
いるトランジスタよりも製造工程が容易である。
【０００６】
　しかし、酸化物半導体を半導体層に用いるトランジスタは、酸化物半導体に水素、水分
等の不純物が入り込むことによってキャリアが形成され、該トランジスタの電気特性の一
であるしきい値電圧が変動するという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－０９６０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタは、その電気特性を十分に維持す
るためには、水素、水分等を該酸化物半導体層より極力排除することが重要である。
【０００９】
　とくに、表示装置の画素部と、該画素部の外側に設けられる駆動回路部の双方に酸化物
半導体層にチャネルが形成されるトランジスタを用いる場合、駆動方法にも依存するが、
画素部よりも駆動回路部に用いるトランジスタの方が、電気的負荷が大きいため、駆動回
路部に用いるトランジスタの電気特性が重要となる。
【００１０】
　また、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタを、画素部及び駆動回路部
に用いる表示装置では、高温高湿環境下の信頼性試験において、駆動回路部に用いるトラ
ンジスタ（駆動トランジスタともいう）の劣化が問題になっている。該駆動トランジスタ
の劣化原因としては、トランジスタの凹凸の低減のために設けられる有機材料から放出さ
れうる水分等が外部へ放出することができず、酸化物半導体層へ入り込み、該酸化物半導
体層のキャリア密度が増加するためである。
【００１１】
　また、上記駆動トランジスタの劣化原因の一つとして、表示装置外部から浸入する水分
が、駆動トランジスタの酸化物半導体層に入り込み、該駆動トランジスタが劣化する。
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【００１２】
　そこで、本発明の一態様は、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジスタを、
画素部及び駆動回路部に用いる表示装置において、該トランジスタの電気特性の変動を抑
制すると共に、信頼性を向上させることを課題の一とする。とくに、本発明の一態様は、
駆動回路部のトランジスタに用いる酸化物半導体層への水素、水分の入り込みを抑制し、
電気特性の変動を抑制すると共に、信頼性を向上させることを課題の一とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　駆動トランジスタ上に設けられる有機材料から放出されうる水分等の不純物を好適に外
部に拡散させる。より具体的には、有機材料、及び該有機材料上に設けられる無機材料に
開口部を設け、該開口部から有機材料中に含まれる水分等の不純物を外部に拡散させる構
造とする。また、該開口部全体で有機材料へ浸入しうる表示装置外部からの水分と、該有
機材料から放出されうる水分を平衡させて、駆動トランジスタの酸化物半導体層へ入り込
む水分を抑制する。
【００１４】
　以下に、本発明の種々の態様について説明する。
　本発明の一態様は、画素部と、前記画素部の外側に設けられる駆動回路部と、を有し、
前記画素部は、画素トランジスタと、前記画素トランジスタを覆う無機材料で形成される
第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜上に設けられ、且つ有機材料で形成される第２の絶縁
膜と、前記第２の絶縁膜上に設けられ、且つ無機材料で形成される第３の絶縁膜と、を有
し、前記駆動回路部は、前記画素トランジスタに信号を供給する駆動トランジスタと、前
記駆動トランジスタを覆う前記第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜上に形成される前記第
２の絶縁膜と、を有し、前記駆動回路部において、前記第２の絶縁膜上に前記第３の絶縁
膜が形成されていない第１の領域、または前記第２の絶縁膜が前記第３の絶縁膜によって
覆われていない第２の領域を有することを特徴とする表示装置である。
【００１５】
　また、上記の本発明の一態様において、前記駆動回路部は、前記第２の絶縁膜上に形成
される前記第３の絶縁膜と、前記第３の絶縁膜に形成される開口部と、を有し、前記第１
の領域または前記第２の領域は、前記開口部下に位置するとよい。
【００１６】
　また、上記の本発明の一態様において、前記駆動回路部は、前記開口部が、前記駆動ト
ランジスタ上に形成されるとよい。
【００１７】
　また、上記の本発明の一態様において、前記駆動回路部の外側に設けられる非表示領域
を有し、前記非表示領域は、前記第１の絶縁膜上に形成される前記第２の絶縁膜を有し、
前記非表示領域において、前記第２の絶縁膜上に前記第３の絶縁膜が形成されていない第
３の領域、または前記第２の絶縁膜が前記第３の絶縁膜によって覆われていない第４の領
域を有するとよい。
【００１８】
　また、上記の本発明の一態様において、前記駆動回路部は、前記第２の絶縁膜上に形成
された、前記駆動トランジスタを覆う前記第３の絶縁膜と、前記第３の絶縁膜に形成され
る開口部と、を有し、前記駆動トランジスタのチャネル形成領域の中心から２００μｍ以
内に前記開口部の端部が形成されるとよい。
【００１９】
　また、上記の本発明の一態様において、前記駆動回路部は、前記第２の絶縁膜上に形成
された、前記駆動トランジスタを覆う前記第３の絶縁膜と、前記駆動トランジスタのチャ
ネル形成領域の中心から２００μｍ以内に形成される前記第３の絶縁膜の端部と、を有す
るとよい。
【００２０】
　また、上記の本発明の一態様において、前記画素トランジスタ及び前記駆動トランジス
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タそれぞれは、酸化物半導体層にチャネルが形成されるとよい。
【００２１】
　また、上記の本発明の一態様において、前記画素トランジスタ及び前記駆動トランジス
タそれぞれは、ゲート電極と、前記ゲート電極上に形成された酸化物半導体層と、前記酸
化物半導体層上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、を有するとよい。
【００２２】
　また、上記の本発明の一態様において、前記酸化物半導体層は、酸化インジウム、酸化
スズ、及び酸化亜鉛の群から選択された少なくとも一つの酸化物を含む層であるとよい。
【００２３】
　また、上記の本発明の一態様において、前記酸化物半導体層はＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ系酸化
物半導体層であるとよい。
【００２４】
　また、上記の本発明の一態様において、前記酸化物半導体層は、結晶部を含み、前記結
晶部は、ｃ軸が前記酸化物半導体層の被形成面の法線ベクトルに平行な方向に揃うとよい
。
【００２５】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の絶縁膜は、酸素または窒素を含むシ
リコン膜であるとよい。
【００２６】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の絶縁膜は、酸化シリコン膜と、窒化
シリコン膜との積層構であるとよい。
【００２７】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第１の絶縁膜は、酸化窒化シリコン膜と、
窒化シリコン膜との積層構造であるとよい。
【００２８】
　また、上記の本発明の一態様において、前記窒化シリコン膜は、高温で成膜されたもの
であるとよい。
【００２９】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第２の絶縁膜は、アクリル系樹脂材料であ
るとよい。
【００３０】
　また、上記の本発明の一態様において、前記第３の絶縁膜は、窒素を含むシリコン膜で
あるとよい。
【００３１】
　本発明の一態様は、画素部と、前記画素部の外側に設けられる駆動回路部と、を有し、
前記画素部は、画素トランジスタと、前記画素トランジスタを覆う酸素を含むシリコン膜
からなる第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁膜上に設けられ、且つアクリル系樹脂材料から
なる第２の絶縁膜と、前記第２の絶縁膜上に設けられ、且つ窒素を含むシリコン膜からな
る第３の絶縁膜と、を有し、前記駆動回路部は、前記画素トランジスタに信号を供給する
駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタを覆う前記第１の絶縁膜と、前記第１の絶縁
膜上に形成される前記第２の絶縁膜と、を有し、前記駆動回路部において、前記第２の絶
縁膜上に前記第３の絶縁膜が形成されていない領域、または前記第２の絶縁膜が前記第３
の絶縁膜によって覆われていない領域を有することを特徴とする表示装置である。
【００３２】
　また、上記の本発明の一態様において、前記画素部において、前記第２の絶縁膜上に形
成された第１の電極と、前記第１の電極上に形成された前記第３の絶縁膜と、前記第３の
絶縁膜上に形成された第２の電極と、を有するとよい。
【００３３】
　また、本発明の一態様は、上述した表示装置を有する電子機器である。
【発明の効果】



(8) JP 6219562 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

【００３４】
　本発明の一態様を適用することで、酸化物半導体層にチャネルが形成されるトランジス
タを、画素部及び駆動回路部に用いる表示装置において、該トランジスタの電気特性の変
動を抑制すると共に、信頼性を向上させることができる。とくに、本発明の一態様を適用
することで、駆動回路部のトランジスタに用いる酸化物半導体層への水素、水分の入り込
みを抑制し、電気特性の変動を抑制すると共に、信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】（Ａ）は表示装置全体を、（Ｂ）は表示装置の駆動回路部の一部を、（Ｃ）は表
示装置の画素部の一部を、それぞれ示す上面図。
【図２】図１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）におけるＸ１－Ｙ１の断面図。
【図３】（Ａ）は第２の絶縁膜から放出される水分等のガスが与える影響を評価するため
の半導体装置の上面図、（Ｂ）は（Ａ）に示すＸ２－Ｙ２の断面図。
【図４】（Ａ）乃至（Ｄ）はトランジスタの電気測定結果を示す図。
【図５】（Ａ）乃至（Ｄ）は第３の絶縁膜の開口部を説明するための表示装置の上面図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明
は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及
び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は
以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。
【００３７】
　本実施の形態では、半導体装置の一形態を、図１及び図２を用いて説明する。
【００３８】
　図１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に表示装置の一形態として、表示装置の上面図を示す。な
お、図１（Ａ）は、表示装置全体を、図１（Ｂ）は、表示装置の駆動回路部の一部を、図
１（Ｃ）は表示装置の画素部の一部を、それぞれ示す。また、図２は、図１（Ａ）、（Ｂ
）、（Ｃ）におけるＸ１－Ｙ１の断面図に相当する。
【００３９】
　図１（Ａ）に示す表示装置において、第１の基板１０２上に設けられた画素部１０４と
、画素部１０４の外側に隣接し、該画素部１０４に信号を供給する駆動回路であるゲート
ドライバ回路部１０６及びソースドライバ回路部１０８を囲むようにして、シール材１１
２が設けられ、第２の基板１１０によって封止されている。よって画素部１０４と、ゲー
トドライバ回路部１０６と、ソースドライバ回路部１０８とは、第１の基板１０２とシー
ル材１１２と第２の基板１１０によって、表示素子と共に封止されている。
【００４０】
　また、図１（Ａ）においては、第１の基板１０２上のシール材１１２によって囲まれて
いる領域とは異なる領域に、画素部１０４、ゲートドライバ回路部１０６、ソースドライ
バ回路部１０８と電気的に接続されているＦＰＣ端子部１１３（ＦＰＣ：Ｆｌｅｘｉｂｌ
ｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）が設けられている。また、ＦＰＣ端子部１１３に
は、ＦＰＣ１１４が接続され、画素部１０４、ゲートドライバ回路部１０６、及びソース
ドライバ回路部１０８に与えられる各種信号、及び電位がＦＰＣ１１４により供給されて
いる。
【００４１】
　また、図１（Ａ）においては、ゲートドライバ回路部１０６及びソースドライバ回路部
１０８を画素部１０４と同じ第１の基板１０２に形成している例を示しているが、この構
成に限定されない。例えば、ゲートドライバ回路部１０６のみを第１の基板１０２に形成
し、別途用意されたソースドライバ回路が形成された基板（例えば、単結晶半導体膜、多
結晶半導体膜で形成された駆動回路基板）を、第１の基板１０２に実装する構成としても
良い。
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【００４２】
　また、図１（Ａ）においては、ゲートドライバ回路部１０６は画素部１０４の両側に２
列配置する構成について例示しているが、この構成に限定されない。例えば、画素部１０
４の片側にのみゲートドライバ回路部１０６を配置する構成としても良い。
【００４３】
　なお、別途形成した駆動回路基板の接続方法は、特に限定されるものではなく、ＣＯＧ
（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方法、ワイヤボンディング方法、或いはＴＡＢ（Ｔａｐ
ｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）方法などを用いることができる。
【００４４】
　このように、トランジスタを含む駆動回路の一部または全体を、画素部１０４と同じ第
１の基板１０２上に一体形成し、システムオンパネルを形成することができる。
【００４５】
　また、図１（Ｂ）においては、駆動回路であるゲートドライバ回路部１０６に、駆動ト
ランジスタ２５０が形成されている。駆動トランジスタ２５０は、半導体層１１８に対し
て、ゲート電極１１６、ソース電極１２０、及びドレイン電極１２２が、それぞれ電気的
に接続されている。また、ゲートドライバ回路部１０６においては、ゲート電極１１６を
含むゲート線が左右方向に延在し、ソース電極１２０を含むソース線が上下方向に延在し
、ドレイン電極１２２を含むドレイン線がソース線と離間して上下方向に延在している。
【００４６】
　駆動トランジスタ２５０を含むゲートドライバ回路部１０６は、画素部１０４の各画素
に含まれるトランジスタに信号を供給することができる。
【００４７】
　なお、ゲートドライバ回路部１０６における駆動トランジスタ２５０は、各種信号の制
御、及び昇圧等を行うために、高い電圧が必要となる。具体的には、１０Ｖ～３０Ｖ程度
の電圧が必要となる。
【００４８】
　また、図１（Ｃ）においては、画素部１０４に、画素トランジスタ２５２が形成されて
いる。画素トランジスタ２５２は、半導体層１１８に対して、ゲート電極１１６、ソース
電極１２０、及びドレイン電極１２２が、それぞれ電気的に接続されている。
【００４９】
　また、画素トランジスタ２５２は、画素電極１３２と電気的に接続されており、画素電
極１３２と対向して共通電極１２８が形成されている。
【００５０】
　図１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）に示す表示装置の構成をより具体的に説明するため、図１
（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）におけるＸ１－Ｙ１の断面図に相当する図２を用いて、ゲートド
ライバ回路部１０６、及び画素部１０４の構成について、以下説明を行う。
【００５１】
　なお、図２に示す表示装置においては、表示素子として液晶素子を用い、その駆動モー
ドは、垂直配向（ＶＡ）モードを用いた一態様について説明する。
【００５２】
　まず、ゲートドライバ回路部１０６と画素部１０４上に設けられる層構造について、説
明を行う。
【００５３】
　ゲートドライバ回路部１０６は、駆動トランジスタ２５０上に無機材料で形成される第
１の絶縁膜１２４と、第１の絶縁膜１２４上に設けられ、有機材料で形成される第２の絶
縁膜１２６と、が設けられており、画素部１０４は、画素トランジスタ２５２上に第１の
絶縁膜１２４と、第１の絶縁膜１２４上に設けられる第２の絶縁膜１２６と、第２の絶縁
膜１２６上に設けられ、無機材料で形成される第３の絶縁膜１３０が設けられている。
【００５４】
　すなわち、ゲートドライバ回路部１０６は、第３の絶縁膜１３０が形成されない、また



(10) JP 6219562 B2 2017.10.25

10

20

30

40

50

は第３の絶縁膜１３０が形成された後、第３の絶縁膜１３０を除去し第２の絶縁膜１２６
が第３の絶縁膜１３０より露出した構造である。
　別言すれば、ゲートドライバ回路部１０６は、第２の絶縁膜１２６上に第３の絶縁膜１
３０が形成されていない領域、または第２の絶縁膜１２６が第３の絶縁膜１３０によって
覆われていない領域を有している。
【００５５】
　第２の絶縁膜１２６は、表示装置を構成するトランジスタ等の凹凸を低減するために、
平坦性の高い有機材料で形成される。トランジスタ等の凹凸を低減することにより、表示
装置の画質を向上させることができる。しかしながら、当該有機材料は加熱等により、水
素、水分、または有機成分をガスとして放出してしまう。
【００５６】
　例えば、トランジスタに用いる半導体層に、シリコン系半導体材料であるシリコン膜を
用いるトランジスタにおいては、上述の水素、水分、または有機成分のガスが大きな問題
になる可能性が低い。しかし、本発明の一態様においては、半導体層に酸化物半導体層を
用いるため、有機材料により形成される第２の絶縁膜１２６から水素、水分、または有機
成分のガスを外部に好適に放出させる必要がある。
【００５７】
　また、例えば、ゲートドライバ回路部１０６上の全面に第３の絶縁膜１３０を形成した
構成の場合、すなわち開口部が無い場合、第３の絶縁膜１３０に生じうるピンホール等を
介し、特定領域に水分が集中して入り込んでしまい、該特定領域のトランジスタが劣化し
、ゲートドライバ回路部全体として機能しなくなる。
【００５８】
　そこで、本実施の形態に示すように、ゲートドライバ回路部１０６に設けられる第２の
絶縁膜１２６の上方には、無機材料により形成される第３の絶縁膜１３０が形成されない
、または第３の絶縁膜１３０が形成された後、第３の絶縁膜１３０を除去し第２の絶縁膜
１２６が第３の絶縁膜１３０より露出した構造とすると、第２の絶縁膜１２６から放出さ
れる水分等のガスをゲートドライバ回路部１０６の上方から放出することができる。した
がって、駆動トランジスタ２５０、及び画素トランジスタ２５２内部に水分等のガスが取
り込まれるのを抑制することができる。
【００５９】
　また、ゲートドライバ回路部１０６において、第３の絶縁膜１３０に開口部を設けるこ
とによって、第２の絶縁膜１２６から放出される水分（表示装置内部からの水分）と、表
示装置外部から浸入する水分（例えば、高温高湿環境下の信頼性試験中の雰囲気）が開口
部全体で平衡して生じるため、特定領域のトランジスタが破壊されず、ゲートドライバ回
路部全体として信頼性が向上する。
【００６０】
　ここで、第３の絶縁膜１３０に設ける開口部の形状の一例について、図５を用いて説明
を行う。図５（Ａ）乃至（Ｄ）は、表示装置の上面図を示している。
【００６１】
　図５（Ａ）に示す表示装置は、基板１０２と、基板１０２上に設けられた画素部１０４
、ゲートドライバ回路部１０６、及びソースドライバ回路部１０８と、を有する。なお、
ソースドライバ回路部１０８は、必ずしも設ける必要はなく、別途用意されたソースドラ
イバ回路が形成された基板を、第１の基板１０２に実装する構成としても良い。
【００６２】
　なお、図５に示す上面図において、ハッチングで示す領域に第３の絶縁膜１３０が形成
され、ハッチングをしていない領域には第３の絶縁膜１３０が形成されない。
【００６３】
　図５（Ａ）に示す表示装置は、画素部１０４の領域のみに第３の絶縁膜１３０を設ける
構成、すなわち開口部がゲートドライバ回路部１０８、及びパネル外周端（非表示領域）
まで形成されている構成である。また、図５（Ｂ）に示す表示装置は、ゲートドライバ回
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路部１０６、及びソースドライバ回路部１０８の領域上のみ開口部を設ける構成である。
また、図５（Ｃ）に示す表示装置は、ゲートドライバ回路部１０６、及びソースドライバ
回路部１０８の一部（例えば、駆動トランジスタの上部）に開口部を設ける構成である。
また、図５（Ｄ）は、第３の絶縁膜１３０が表示装置全面に設けられた構成であり、本発
明の一態様と異なる参考図である。
【００６４】
　ここで、図３に示す構成の半導体装置を用いて、図２に示す第２の絶縁膜１２６から放
出される水分等のガスがトランジスタに与える影響について、評価を行った。
【００６５】
　なお、図３（Ａ）は半導体装置の上面図を示し、図３（Ｂ）は図３（Ａ）に示すＸ２－
Ｙ２の断面図に相当する。
【００６６】
　図３に示す半導体装置は、基板２０２と、基板２０２上に形成されたゲート電極層２１
６と、ゲート電極２１６上に形成された酸化物半導体層２１８と、酸化物半導体層２１８
上に形成されたソース電極２２０及びドレイン電極２２２と、を含むトランジスタ２６０
が形成されている。トランジスタ２６０は、図２に示す駆動トランジスタ２５０に対応す
る。
【００６７】
　また、トランジスタ２６０上、より詳しくはゲート絶縁膜２１７、酸化物半導体層２１
８、ソース電極２２０、及びドレイン電極２２２上に第１の絶縁膜２２４と、第１の絶縁
膜２２４上に第２の絶縁膜２２６と、第２の絶縁膜２２６上に第３の絶縁膜２２８が形成
されている。第１の絶縁膜２２４は図２に示す第１の絶縁膜１２４に対応し、第２の絶縁
膜２２６は図２に示す第２の絶縁膜１２６に対応し、第３の絶縁膜２２８は図２に示す第
３の絶縁膜１３０に対応する。
【００６８】
　また、トランジスタ２６０と隣接する領域に開口部２６２が形成されており、開口部２
６２の領域においては、基板２０２と、基板２０２上に形成されたゲート絶縁膜２１７と
、ゲート絶縁膜２１７上に形成された第１の絶縁膜２２４と、第１の絶縁膜２２４上に形
成された第２の絶縁膜２２６と、により構成されている。すなわち、開口部２６２におい
ては、トランジスタ２６０上に形成されている第３の絶縁膜２２８が設けられておらず、
第２の絶縁膜２２６が表面に露出した構造である。
【００６９】
　また、トランジスタ２６０の形成条件としては、基板２０２として、厚さ０．７ｍｍの
ガラス基板を用い、ゲート電極２１６として、厚さ１００ｎｍのタングステン膜を用い、
ゲート絶縁膜２１７として、厚さ４００ｎｍの酸化窒化シリコン膜を用い、酸化物半導体
層２１８として、厚さ３５ｎｍのＩＧＺＯ膜（Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝1：1：1）を用い、ソ
ース電極２２０、及びドレイン電極２２２としては、厚さ５０ｎｍのタングステン膜と、
厚さ４００ｎｍのアルミニウム膜と、厚さ１００ｎｍのチタン膜の積層構造を用いた。
【００７０】
　また、トランジスタ２６０上に形成した第１の絶縁膜２２４としては、厚さ４５０ｎｍ
の酸化窒化シリコン膜と、厚さ２００ｎｍの窒化シリコン膜と、の積層膜を用い、第２の
絶縁膜２２６としては、厚さ１．５μｍのアクリル樹脂膜を用い、第３の絶縁膜２２８と
しては、厚さ５０ｎｍの窒化シリコン膜を用いた。
【００７１】
　なお、トランジスタ２６０については、図３（Ａ）中に示すトランジスタ２６０のチャ
ネル領域の中心から開口部２６２の端部までの距離をＬ１とし、Ｌ１の距離を４種類の条
件振りを行い、該４種類の条件にて、それぞれトランジスタを作製し評価を行った。
【００７２】
　図４に４種類の条件のトランジスタの電気特性結果を示す。
【００７３】
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　図４（Ａ）に示すトランジスタの電気特性結果は、Ｌ１＝２００μｍとした場合の結果
である。また、図４（Ｂ）に示すトランジスタの電気特性結果は、Ｌ１＝４００μｍとし
た場合の結果である。また、図４（Ｃ）に示すトランジスタの電気特性結果は、Ｌ１＝７
００μｍとした場合の結果である。また、図４（Ｄ）に示すトランジスタの電気特性結果
は、Ｌ１＝１２００μｍとした場合の結果である。
【００７４】
　なお、図４（Ａ）乃至（Ｄ）に示すトランジスタの条件としては、チャネル長が３μｍ
、チャネル幅が５０μｍのトランジスタである。また、該トランジスタの電気特性の測定
条件としては、ソース電極とドレイン電極間の電圧（Ｖｄ）を１Ｖとし、縦軸をドレイン
電流（Ｉｄ）で表し、横軸がゲート電圧（Ｖｇ）を表している。なお、ゲート電圧（Ｖｇ
）を－１５Ｖから＋１５Ｖまで０．２５Ｖステップで変化させた際のドレイン電流（Ｉｄ
）を示している。
【００７５】
　図４より、図４（Ａ）に示す電気特性結果以外は、トランジスタのオン／オフがしてい
ないことがわかる。これは、開口部２６２は、トランジスタ２６０の近傍（Ｌ１＝２００
μｍ以内）に設ける必要があると示唆された。
【００７６】
　以上のように、トランジスタ２６０と開口部２６２の端部までの距離は、トランジスタ
の電気特性に影響を与えることが確認された。
【００７７】
　図４に示す評価結果から、図２に示すゲートドライバ回路部１０６における駆動トラン
ジスタ２５０及び第３の絶縁膜１３０の配置を以下のような形態とした本発明の種々の態
様を採用できることが分かった。
【００７８】
　本発明の一態様は、ゲートドライバ回路部１０６が第２の絶縁膜１２６上に形成された
第３の絶縁膜１３０を有し、この第３の絶縁膜１３０は駆動トランジスタ２５０を覆って
おり、第３の絶縁膜１３０には開口部が形成され、この開口部の端部が駆動トランジスタ
２５０のチャネル形成領域の中心から２００μｍ以内に形成されるものである。
【００７９】
　別言すれば、本発明の一態様は、ゲートドライバ回路部１０６が第２の絶縁膜１２６上
に形成された第３の絶縁膜１３０を有し、この第３の絶縁膜１３０は駆動トランジスタ２
５０を覆っており、第３の絶縁膜１３０の端部が駆動トランジスタ２５０のチャネル形成
領域の中心から２００μｍ以内に形成されるものである。
【００８０】
　また、本発明の一態様は、ゲートドライバ回路部１０６が、第２の絶縁膜１２６上に形
成された第３の絶縁膜１３０と、この第３の絶縁膜１３０に形成された開口部を有し、こ
の開口部が駆動トランジスタ２５０上に形成されるものである。
【００８１】
　次に、図２に示すゲートドライバ回路部１０６及び画素部１０４の詳細について、以下
説明を行う。
【００８２】
　ゲートドライバ回路部１０６において、第１の基板１０２と、第１の基板１０２上に形
成されたゲート電極１１６と、ゲート電極１１６上に形成されたゲート絶縁膜１１７と、
ゲート絶縁膜１１７上に形成された半導体層１１８と、ゲート絶縁膜１１７、及び半導体
層１１８上に形成されたソース電極１２０及びドレイン電極１２２と、を含む駆動トラン
ジスタ２５０が形成されている。
【００８３】
　また、ゲートドライバ回路部１０６において、駆動トランジスタ２５０上、より詳しく
はゲート絶縁膜１１７、半導体層１１８、ソース電極１２０、及びドレイン電極１２２上
に第１の絶縁膜１２４と、第１の絶縁膜１２４上に第２の絶縁膜１２６と、が形成されて
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いる。なお、ゲートドライバ回路部１０６において、第２の絶縁膜１２６上の一部に第３
の絶縁膜１３０を設ける構成としてもよい。ただし、第３の絶縁膜１３０を設ける構成の
場合においては、開口部を有し、第２の絶縁膜１２６の少なくとも一部が露出する構造と
する。
【００８４】
　第１の絶縁膜１２４は、駆動トランジスタ２５０の保護膜としての機能を有し、第２の
絶縁膜１２６は、駆動トランジスタ２５０のソース電極１２０、及びドレイン電極１２２
等の凹凸を低減するための平坦化膜としての機能を有する。
【００８５】
　また、第２の絶縁膜１２６上には、第１の配向膜１３４と、第１の配向膜１３４上に設
けられた液晶層１３６と、液晶層１３６上に設けられた第２の配向膜１３８と、第２の配
向膜１３８上に設けられた有機保護絶縁膜１４２と、有機保護絶縁膜１４２上に設けられ
た第２の基板１１０が形成されている。
【００８６】
　画素部１０４において、第１の基板１０２と、第１の基板１０２上に形成されたゲート
電極１１６と、ゲート電極１１６上に形成されたゲート絶縁膜１１７と、ゲート絶縁膜１
１７上に形成された半導体層１１８と、ゲート絶縁膜１１７、及び半導体層１１８上に形
成されたソース電極１２０及びドレイン電極１２２と、を含み、画素トランジスタ２５２
が形成されている。
【００８７】
　また、画素部１０４において、画素トランジスタ２５２上、より詳しくはゲート絶縁膜
１１７、半導体層１１８、ソース電極１２０、及びドレイン電極１２２上に第１の絶縁膜
１２４と、第１の絶縁膜１２４上に形成された第２の絶縁膜１２６と、が形成されている
。
【００８８】
　第１の絶縁膜１２４は、画素トランジスタ２５２の保護膜としての機能を有し、第２の
絶縁膜１２６は、画素トランジスタ２５２のソース電極１２０、及びドレイン電極１２２
等の凹凸を低減するための平坦化膜としての機能を有する。
【００８９】
　さらに、画素部１０４において、第２の絶縁膜１２６上には、容量電極１２８が形成さ
れている。また、第２の絶縁膜１２６及び容量電極１２８上には、無機材料で形成される
第３の絶縁膜１３０が形成されている。また、第１の絶縁膜１２４、第２の絶縁膜１２６
、及び第３の絶縁膜１３０に、画素トランジスタ２５２のドレイン電極１２２に達する開
口部が設けられており、該開口部、及び第３の絶縁膜１３０上に画素電極１３２が形成さ
れている。
【００９０】
　なお、容量電極１２８と、第３の絶縁膜１３０と、画素電極１３２により容量素子２５
４が形成されている。容量電極１２８、第３の絶縁膜１３０、及び画素電極１３２を、そ
れぞれ、可視光において、透光性を有する材料により形成することで、画素部の開口率を
損ねることなく大きな容量を確保することができるので、好適である。
【００９１】
　また、画素電極１３２上には、第１の配向膜１３４と、第１の配向膜１３４上に設けら
れた液晶層１３６と、液晶層１３６上に設けられた第２の配向膜１３８と、第２の配向膜
１３８上に設けられた対向電極１４０と、対向電極１４０上に設けられた有機保護絶縁膜
１４２と、有機保護絶縁膜１４２上に設けられた有色膜１４４及び遮光膜１４６と、有色
膜１４４及び遮光膜１４６上に設けられた第２の基板１１０が形成されている。
【００９２】
　なお、画素電極１３２と、第１の配向膜１３４と、液晶層１３６と、第２の配向膜１３
８と、対向電極１４０と、により表示素子である液晶素子１４８が形成されている。
【００９３】
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　ここで、図１及び図２に示す表示装置の他の構成要素について、以下詳細な説明を行う
。
【００９４】
　第１の基板１０２及び第２の基板１１０としては、アルミノシリケートガラス、アルミ
ノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスなどのガラス材料を用いる。量産する上
では、第１の基板１０２及び第２の基板１１０は、第８世代（２１６０ｍｍ×２４６０ｍ
ｍ）、第９世代（２４００ｍｍ×２８００ｍｍ、または２４５０ｍｍ×３０５０ｍｍ）、
第１０世代（２９５０ｍｍ×３４００ｍｍ）等のマザーガラスを用いることが好ましい。
マザーガラスは、処理温度が高く、処理時間が長いと大幅に収縮するため、マザーガラス
を使用して量産を行う場合、作製工程の加熱処理は、好ましくは６００℃以下、さらに好
ましくは４５０℃以下、さらに好ましくは３５０℃以下とすることが望ましい。
【００９５】
　ゲート電極１１６としては、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、チタン、モリブデ
ン、タングステンから選ばれた金属元素、または上述した金属元素を成分とする合金か、
上述した金属元素を組み合わせた合金等を用いて形成することができる。また、ゲート電
極１１６は、単層構造でも、二層以上の積層構造としてもよい。例えば、シリコンを含む
アルミニウム膜の単層構造、アルミニウム膜上にチタン膜を積層する二層構造、窒化チタ
ン膜上にチタン膜を積層する二層構造、窒化チタン膜上にタングステン膜を積層する二層
構造、窒化タンタル膜または窒化タングステン膜上にタングステン膜を積層する二層構造
、チタン膜と、そのチタン膜上にアルミニウム膜を積層し、さらにその上にチタン膜を形
成する三層構造等がある。また、アルミニウムに、チタン、タンタル、タングステン、モ
リブデン、クロム、ネオジム、スカンジウムから選ばれた元素の膜、または複数組み合わ
せた合金膜、もしくは窒化膜を用いてもよい。
【００９６】
　ゲート絶縁膜１１７としては、例えば酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化
シリコン膜、窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン
膜などを用いればよく、積層または単層で設ける。
【００９７】
　また、ゲート絶縁膜１１７を積層構造とし、第１の窒化シリコン膜として、欠陥が少な
い窒化シリコン膜とし、第１の窒化シリコン膜上に、第２の窒化シリコン膜として、水素
放出量及びアンモニア放出量の少ない窒化シリコン膜を設け、第２の窒化シリコン膜上に
酸化絶縁膜を設けることで、ゲート絶縁膜１１７として、欠陥が少なく、且つ水素及びア
ンモニアの放出量の少ないゲート絶縁膜１１７を形成することができる。この結果、ゲー
ト絶縁膜１１７に含まれる水素及び窒素が、半導体層１１８への移動を抑制することが可
能である。例えば、ゲート絶縁膜１１７として、５０ｎｍの酸化シリコン膜と、３２５ｎ
ｍの窒化シリコン膜との積層構造を用いることができる。
【００９８】
　また、ゲート絶縁膜１１７に窒化シリコン膜を用いることで、以下の効果を得ることが
できる。窒化シリコン膜は、酸化シリコン膜と比較して比誘電率が高く、同等の静電容量
を得るのに必要な膜厚が大きいため、ゲート絶縁膜を物理的に厚膜化することができる。
よって、トランジスタの絶縁耐圧の低下を抑制、さらには絶縁耐圧を向上させて、トラン
ジスタの静電破壊を抑制することができる。
【００９９】
　ゲート絶縁膜１１７の厚さは、５ｎｍ以上４００ｎｍ以下、より好ましくは１０ｎｍ以
上４５０ｎｍ以下、より好ましくは５０ｎｍ以上４００ｎｍ以下とするとよい。
【０１００】
　半導体層１１８は、酸化物半導体を用い、少なくともインジウム（Ｉｎ）若しくは亜鉛
（Ｚｎ）を含むことが好ましい。または、ＩｎとＺｎの双方を含むことが好ましい。また
、該酸化物半導体を用いたトランジスタの電気特性のばらつきを減らすため、それらと共
に、スタビライザーの一または複数を有することが好ましい。
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【０１０１】
　スタビライザーとしては、ガリウム（Ｇａ）、スズ（Ｓｎ）、ハフニウム（Ｈｆ）、ア
ルミニウム（Ａｌ）、またはジルコニウム（Ｚｒ）等がある。
【０１０２】
　例えば、酸化物半導体として、酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、Ｉｎ－Ｚｎ系金
属酸化物、Ｓｎ－Ｚｎ系金属酸化物、Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｇａ系金属酸化物
、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物（ＩＧＺＯとも表記する）、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ系金属酸
化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ａｌ－Ｇａ－Ｚ
ｎ系金属酸化物、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ
－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ａｌ－
Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｈｆ－Ｚ
ｎ系金属酸化物、Ｉｎ－Ｈｆ－Ａｌ－Ｚｎ系金属酸化物を用いることができる。
【０１０３】
　なお、ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ系金属酸化物とは、ＩｎとＧａとＺｎを主成
分として有する酸化物という意味であり、ＩｎとＧａとＺｎの比率は問わない。また、Ｉ
ｎとＧａとＺｎ以外の金属元素が入っていてもよい。
【０１０４】
　また、酸化物半導体として、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０、且つ、ｍは整数でない
）で表記される材料を用いてもよい。なお、Ｍは、Ｇａ、Ｆｅ、Ｍｎ及びＣｏから選ばれ
た一の金属元素または複数の金属元素を示す。また、酸化物半導体として、Ｉｎ２ＳｎＯ

５（ＺｎＯ）ｎ（ｎ＞０、且つ、ｎは整数）で表記される材料を用いてもよい。
【０１０５】
　また、半導体層１１８として用いることのできる酸化物半導体層としては、エネルギー
ギャップが２ｅＶ以上、好ましくは２．５ｅＶ以上、より好ましくは３ｅＶ以上である。
このように、エネルギーギャップの広い酸化物半導体層を用いることで、トランジスタの
オフ電流を低減することができる。
【０１０６】
　また、半導体層１１８として用いる酸化物半導体層は、非晶質構造、単結晶構造、また
は多結晶構造であってもよい。
【０１０７】
　また、半導体層１１８として用いる酸化物半導体層として、結晶化した部分を有するＣ
ＡＡＣ－ＯＳ（Ｃ　Ａｘｉｓ　Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒともいう。）膜を用いてもよい。
【０１０８】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、完全な単結晶ではなく、完全な非晶質でもない。ＣＡＡＣ－ＯＳ
膜は、非晶質相に結晶部及び非晶質部を有する結晶－非晶質混相構造の酸化物半導体層で
ある。なお、当該結晶部は、一辺が１００ｎｍ未満の立方体内に収まる大きさであること
が多い。また、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）による観察像では、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる非晶質部と
結晶部との境界は明確ではない。また、ＴＥＭによってＣＡＡＣ－ＯＳ膜には粒界（グレ
インバウンダリーともいう。）は確認できない。そのため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜は、粒界に
起因する電子移動度の低下が抑制される。
【０１０９】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶部は、ｃ軸がＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面の法線ベク
トルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向に揃い、かつａｂ面に垂直な方向から見て三
角形状または六角形状の原子配列を有し、ｃ軸に垂直な方向から見て金属原子が層状また
は金属原子と酸素原子とが層状に配列している。なお、異なる結晶部間で、それぞれａ軸
及びｂ軸の向きが異なっていてもよい。本明細書において、単に垂直と記載する場合、８
５°以上９５°以下の範囲も含まれることとする。また、単に平行と記載する場合、－５
°以上５°以下の範囲も含まれることとする。なお、酸化物半導体層を構成する酸素の一
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部は窒素で置換されてもよい。
【０１１０】
　なお、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜において、結晶部の分布が一様でなくてもよい。例えば、ＣＡ
ＡＣ－ＯＳ膜の形成過程において、酸化物半導体層の表面側から結晶成長させる場合、被
形成面の近傍に対し表面の近傍では結晶部の占める割合が高くなることがある。また、Ｃ
ＡＡＣ－ＯＳ膜へ不純物を添加することにより、当該不純物添加領域において結晶部が非
晶質化することもある。
【０１１１】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜に含まれる結晶部のｃ軸は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の被形成面の法線ベク
トルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向に揃うため、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜の形状（被形
成面の断面形状または表面の断面形状）によっては互いに異なる方向を向くことがある。
なお、結晶部のｃ軸の方向は、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜が形成されたときの被形成面の法線ベク
トルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向となる。結晶部は、成膜することにより、ま
たは成膜後に加熱処理などの結晶化処理を行うことにより形成される。
【０１１２】
　ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変
動が小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
【０１１３】
　また、ＣＡＡＣ－ＯＳ膜を成膜するために、以下の条件を適用することが好ましい。
【０１１４】
　成膜時の不純物混入を低減することで、不純物によって結晶状態が崩れることを抑制で
きる。例えば、成膜室内に存在する不純物濃度（水素、水、二酸化炭素および窒素など）
を低減すればよい。また、成膜ガス中の不純物濃度を低減すればよい。具体的には、露点
が－８０℃以下、好ましくは－１００℃以下である成膜ガスを用いる。
【０１１５】
　また、成膜ガス中の酸素割合を高め、電力を最適化することで成膜時のプラズマダメー
ジを軽減すると好ましい。成膜ガス中の酸素割合は、３０体積％以上、好ましくは１００
体積％とする。
【０１１６】
　半導体層１１８に用いる酸化物半導体層の厚さは、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、更に好
ましくは３ｎｍ以上８５ｎｍ以下とすることが好ましい。
【０１１７】
　半導体層１１８に用いる酸化物半導体層において、二次イオン質量分析法（ＳＩＭＳ：
Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）により得られるア
ルカリ金属またはアルカリ土類金属の濃度を、１×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さ
らに好ましくは２×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であることが望ましい。アルカリ金
属及びアルカリ土類金属は、酸化物半導体と結合するとキャリアを生成する場合があり、
トランジスタのオフ電流の上昇の原因となるためである。
【０１１８】
　また、半導体層１１８に用いる酸化物半導体層において、二次イオン質量分析法により
得られる水素濃度を、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満、好ましくは１×１０１８ａ
ｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、より好ましくは５×１０１７ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下、さらに好
ましくは１×１０１６ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下とすることが好ましい。
【０１１９】
　酸化物半導体層に含まれる水素は、金属原子と結合する酸素と反応して水となると共に
、酸素が脱離した格子（あるいは酸素が脱理した部分）には欠損が形成されてしまう。ま
た、水素の一部が酸素と結合することで、キャリアである電子が生じてしまう。これらの
ため、酸化物半導体層の成膜工程において、水素を含む不純物を極めて減らすことにより
、酸化物半導体層の水素濃度を低減することが可能である。このため、水素をできるだけ
除去された酸化物半導体層をチャネル領域とすることにより、しきい値電圧のマイナスシ
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フトを抑制することができると共に、電気特性のばらつきを低減することができる。また
、トランジスタのソース及びドレインにおけるリーク電流を、代表的には、オフ電流を低
減することが可能である。
【０１２０】
　ソース電極１２０及びドレイン電極１２２としては、導電材料として、アルミニウム、
チタン、クロム、ニッケル、銅、イットリウム、ジルコニウム、モリブデン、銀、タンタ
ル、またはタングステンからなる単体金属、またはこれを主成分とする合金を単層構造ま
たは積層構造として用いる。例えば、シリコンを含むアルミニウム膜の単層構造、アルミ
ニウム膜上にチタン膜を積層する二層構造、タングステン膜上にチタン膜を積層する二層
構造、銅－マグネシウム－アルミニウム合金膜上に銅膜を積層する二層構造、チタン膜ま
たは窒化チタン膜と、そのチタン膜または窒化チタン膜上に重ねてアルミニウム膜または
銅膜を積層し、さらにその上にチタン膜または窒化チタン膜を形成する三層構造、モリブ
デン膜または窒化モリブデン膜と、そのモリブデン膜または窒化モリブデン膜上に重ねて
アルミニウム膜または銅膜を積層し、さらにその上にモリブデン膜または窒化モリブデン
膜を形成する三層構造等がある。なお、酸化インジウム、酸化錫または酸化亜鉛を含む透
明導電材料を用いてもよい。
【０１２１】
　なお、本実施の形態では、ソース電極１２０及びドレイン電極１２２を半導体層１１８
上に設けたが、ゲート絶縁膜１１７と半導体層１１８の間に設けても良い。
【０１２２】
　第１の絶縁膜１２４としては、半導体層１１８として用いる酸化物半導体層との界面特
性を向上させるため、無機材料の酸化物絶縁膜を用いることが好ましく、例えば酸素また
は窒素を含むシリコン膜を用いてもよい。第１の絶縁膜１２４としては、厚さ１５０ｎｍ
以上４００ｎｍ以下の酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜等を用
いることができる。また、第１の絶縁膜１２４としては、酸化物絶縁膜と窒化物絶縁膜と
の積層構造としてもよい。例えば、第１の絶縁膜１２４として、酸化窒化シリコン膜と、
窒化シリコン膜との積層構造とすることができる。より具体的には、酸化窒化シリコン膜
３００ｎｍ上に窒化シリコン膜１５０ｎｍを積層する構造などである。このとき窒化シリ
コン膜は、トランジスタの半導体層１１８への水分浸入を防止するブロック層としての機
能を有する。このブロック性を高めるため窒化シリコン膜は高温で成膜されることが好ま
しく、例えば基板温度３５０℃での成膜が考えられる。このサンプルの薄膜トランジスタ
断面を走査型電子顕微鏡で観察すると、ソースドレイン電極の段差被覆部分について、下
層の酸化窒化シリコン膜の部分に鬆があっても、その上層の窒化シリコン膜には第２の絶
縁膜まで通じるような鬆がなく良好に被覆されていることが観察できる。また高温で成膜
する場合は、半導体層１１８として用いる酸化物半導体層から酸素が脱離し、キャリア濃
度が上昇する現象が発生することがあるため、このような現象が発生しない温度が上限と
なる。
【０１２３】
　第２の絶縁膜１２６としては、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ベンゾシクロブテ
ン系樹脂、ポリアミド系樹脂、エポキシ系樹脂等の、耐熱性を有する有機材料を用いるこ
とができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、第２の絶
縁膜１２６を形成してもよい。第２の絶縁膜１２６を用いることにより、トランジスタ等
の凹凸を平坦化させることが可能となる。
【０１２４】
　容量電極１２８及び画素電極１３２としては、酸化タングステンを含むインジウム酸化
物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物
、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物（以下、ＩＴＯと示す。）
、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有す
る導電性材料を用いることができる。
【０１２５】
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　第３の絶縁膜１３０としては、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコ
ン膜、窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜などの無機材料を用いることができる。
【０１２６】
　第１の配向膜１３４及び第２の配向膜１３８としては、アクリル系樹脂、ポリイミド系
樹脂、ベンゾシクロブテン系樹脂、ポリアミド系樹脂、エポキシ系樹脂等の、耐熱性を有
する有機材料を用いることができる。
【０１２７】
　液晶層１３６としては、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散
型液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等の液晶材料を用いることができる。これらの液
晶材料は、条件により、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カイラル
ネマチック相、等方相等を示す。
【０１２８】
　また、本実施の形態においては、液晶素子１４８は、垂直配向（ＶＡ）モードを用いた
表示装置について例示したが、これに限定されない。例えば、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎ
ｅｍａｔｉｃ）モード、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦ
Ｓ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＡＳＭ（Ａｘｉａｌｌｙ
　Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　ａｌｉｇｎｅｄ　Ｍｉｃｒｏ－ｃｅｌｌ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐ
ｔｉｃａｌ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＦＬＣ（
Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＡＦＬＣ（Ａｎ
ｔｉＦｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モードなどを用いる
ことができる。
【０１２９】
　また、上述した垂直配向モードとしては、いくつか挙げられるが、例えば、ＭＶＡ（Ｍ
ｕｌｔｉ－Ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード、ＰＶＡ（Ｐ
ａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モードなどを用いることが
できる。また、画素（ピクセル）をいくつかの領域（サブピクセル）に分け、それぞれ別
の方向に分子を倒すよう工夫されているマルチドメイン化あるいはマルチドメイン設計と
いわれる方法を用いてもよい。
【０１３０】
　また、図１及び図２においては、図示していないが、偏光部材、位相差部材、反射防止
部材などの光学部材（光学基板）などを適宜設けても良い。例えば、偏光基板及び位相差
基板による円偏光を用いてもよい。また、光源としてバックライト、サイドライトなどを
用いてもよい。
【０１３１】
　また、画素部１０４における表示方式は、プログレッシブ方式やインターレース方式等
を用いることができる。また、カラー表示する際に画素で制御する色要素としては、ＲＧ
Ｂ（Ｒは赤、Ｇは緑、Ｂは青を表す）の三色に限定されない。例えば、ＲＧＢＷ（Ｗは白
を表す）、又はＲＧＢに、イエロー、シアン、マゼンタ等を一色以上追加したものがある
。なお、色要素のドット毎にその表示領域の大きさが異なっていてもよい。ただし、開示
する発明はカラー表示の表示装置に限定されるものではなく、モノクロ表示の表示装置に
適用することもできる。
【０１３２】
　また、第２の基板１１０上には、スペーサ１６０が形成されており、第１の基板１０２
と第２の基板１１０との間隔（セルギャップともいう）を制御するために設けられている
。なお、セルギャップにより、液晶層１３６の膜厚が決定される。なお、スペーサ１６０
としては、絶縁膜を選択的にエッチングすることで得られる柱状のスペーサ、球状のスペ
ーサ等の任意の形状のスペーサを用いればよい。
【０１３３】
　また、有色膜１４４は、所謂カラーフィルタとして機能する。有色膜１４４としては、
特定波長帯域の光に対して透過性を示す材料を用いればよく、染料や顔料を含有した有機
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樹脂膜等を用いることができる。
【０１３４】
　また、遮光膜１４６は、所謂ブラックマトリクスとして機能する。遮光膜１４６として
は、隣接する画素間の放射光を遮光できればよく、金属膜、及び黒色染料や黒色顔料を含
有した有機樹脂膜等を用いることができる。
【０１３５】
　また、有機保護絶縁膜１４２としては、有色膜１４４に含まれるイオン性物質が液晶層
１３６中に拡散しないように設ける。ただし、有機保護絶縁膜１４２は、この構成に限定
されず、設けない構成としても良い。
【０１３６】
　また、シール材１１２としては、熱硬化型樹脂、または紫外線硬化型の樹脂等を用いる
ことができる。なお、図２に示すシール材１１２の封止領域においては、第１の基板１０
２と第２の基板１１０との間に、ゲート絶縁膜１１７と、第１の絶縁膜１２４を設ける構
成を例示したがこれに限定されない。例えば、シール材１１２の封止領域を、ゲート絶縁
膜１１７と、第１の絶縁膜１２４と、第３の絶縁膜１３０と、を設ける構成としてもよい
。なお、図２に示すように、シール材１１２の封止領域においては、有機材料である第２
の絶縁膜１２６を除去したほうが、外部からの水分等の入り込みがないため、好適である
。
【０１３７】
　以上が本発明の一態様における表示装置であり、該表示装置に用いる酸化物半導体層に
チャネルが形成されるトランジスタの電気特性の変動を抑制すると共に、信頼性を向上さ
せることができる。とくに、駆動回路部のトランジスタに用いる酸化物半導体層への水素
、水分の入り込みを抑制し、電気特性の変動を抑制すると共に、信頼性を向上させること
ができる。
【０１３８】
　また、本発明の一態様としては、上述した表示装置を有する電子機器に適用してもよい
。
【実施例】
【０１３９】
　本実施例では、表示装置の一例として、画素部および駆動回路部を同一基板上に形成し
た液晶表示パネルについて、第３の絶縁膜の開口部の有無により該液晶表示パネルの信頼
性試験について調べた結果について説明する。
【０１４０】
　本実施例で用いた液晶表示パネルにおいては、画素部および駆動回路部に上述した実施
の形態に示すトランジスタを用いた。なお、該トランジスタの半導体層としては、Ｉｎ－
Ｇａ－Ｚｎ系酸化物半導体層（以下ＩＧＺＯ膜とする）を用いた。なお、ＩＧＺＯ膜はＩ
ｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１の組成のターゲットを用いてスパッタリング法により形成し
、その膜厚は７０ｎｍとした。
【０１４１】
　また、上記トランジスタの第１の絶縁膜としては、膜厚３００ｎｍの酸化窒化シリコン
膜と、該酸化窒化シリコン膜上に形成された膜厚１５０ｎｍの窒化シリコン膜と、の積層
構造を用いた。なお、第１の絶縁膜として用いた窒化シリコン膜は、基板温度３５０℃の
条件を用いた。また、第２の絶縁膜としては、膜厚２．５μｍのアクリル樹脂を用いた。
また、第３の絶縁膜としては、膜厚１８０ｎｍの窒化シリコン膜を用いた。
【０１４２】
　ここで、上述した構造のトランジスタの信頼性試験を行った。なお、信頼性試験として
は、高温高湿動作エージング試験を行い、該高温高湿動作エージング試験条件としては、
温度７０℃、湿度９５％、時間２００ｈで行った。
【０１４３】
　また、本実施例で示す液晶表示パネルは、実施の形態の図５（Ａ）に示す構造を用いた
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。また、比較例の液晶表示パネルとしては、実施の形態の図５（Ｄ）に示す構造を用いた
。すなわち、比較例の液晶表示パネルは、第３の開口部が設けられていない構造である。
また、本実施例及び比較例の液晶表示パネルとしては、各々４サンプル作成し、上述の信
頼性試験を行った。
【０１４４】
　信頼性試験の評価結果を表１に示す。
【０１４５】
【表１】

【０１４６】
　なお、表１において、「○」で示す欄は、信頼性試験中に異常が発生しなかったサンプ
ルを表し、「×」で示す欄は、信頼性試験中にドライバ回路内のトランジスタにおいて、
該トランジスタの特性劣化による異常が発生したサンプルを表す。
【０１４７】
　表１に示すように、本実施例の液晶表示パネルは、第３の絶縁膜に開口部を設けること
によって、４／４のサンプルにおいて、信頼性試験中に異常が発生していない。すなわち
１００％の歩留まりとなっているのがわかる。一方、比較例の液晶表示パネルは、第３の
絶縁膜に開口部を設けていないため、２／４のサンプルにおいて、信頼性試験中に異常が
発生している。すなわち５０％の歩留まりとなっているのがわかる。このように、本実施
例に示すように第３の絶縁膜に開口部を設けることによって、液晶表示パネルの信頼性が
大幅に向上することが確認された。
【０１４８】
　本実施例は、本明細書中に記載する他の実施の形態と適宜組み合わせて実施することが
できる。
【符号の説明】
【０１４９】
１０２　　第１の基板
１０４　　画素部
１０６　　ゲートドライバ回路部
１０８　　ソースドライバ回路部
１１０　　第２の基板
１１２　　シール材
１１３　　ＦＰＣ端子部
１１４　　ＦＰＣ
１１６　　ゲート電極
１１７　　ゲート絶縁膜
１１８　　半導体層
１２０　　ソース電極
１２２　　ドレイン電極
１２４　　第１の絶縁膜
１２６　　第２の絶縁膜
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１２８　　容量電極（共通電極）
１３０　　第３の絶縁膜
１３２　　画素電極
１３４　　第１の配向膜
１３６　　液晶層
１３８　　第２の配向膜
１４０　　対向電極
１４２　　有機保護絶縁膜
１４４　　有色膜
１４６　　遮光膜
１４８　　液晶素子
２０２　　基板
２１６　　ゲート電極
２１７　　ゲート絶縁膜
２１８　　酸化物半導体層
２２０　　ソース電極
２２２　　ドレイン電極
２２４　　第１の絶縁膜
２２６　　第２の絶縁膜
２２８　　第３の絶縁膜
２５０　　駆動トランジスタ
２５２　　画素トランジスタ
２５４　　容量素子
２６０　　トランジスタ
２６２　　開口部
【図１】 【図２】
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